
 

情 個 審 第 ２ ６ 号 

令和６年１１月２５日  

  

茨城県知事 大井川 和彦 殿 

茨城県情報公開・個人情報保護審査会 

                            委員長 亀田 哲也   

 

保有個人情報部分開示決定に対する審査請求について（答申） 

 

令和４年９月２１日付け廃規諮問第１号で諮問のありました下記事案について、別紙の

とおり答申します。 

 

記 

 

 「隣接地からの土砂の流出被害に係る対応経過記録」部分開示決定に係る審査請求事案 

 

（個人情報諮問第１０４号） 

（個人情報答申第１００号） 
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第１ 審査会の結論 

実施機関が令和４年２月１６日付け廃規指令第１６４３号により行った部

分開示決定については、別表２の「不開示相当部分」欄に掲げる部分を不開

示としたことについては妥当であるが、同表の「開示相当部分」欄に掲げる

部分につき、これを取り消し、開示すべきである。 

 

第２ 諮問事案の概要 

 １ 保有個人情報の開示請求 

   令和３年１２月２０日、審査請求人は、茨城県個人情報の保護に関する条

例（平成１７年茨城県条例第１号。以下「条例」という。）第１２条第１項

の規定に基づき、茨城県知事（以下「実施機関」という。）に対し、次に掲

げる内容の保有個人情報の開示の請求（以下「本件開示請求」という。）を

した。 

 

「〇〇市〇〇に搬入され積み上げられた残土と考えられる膨大な土砂に係る隣

接地（〇〇（本人）所有地 地番〇〇〇〇）への流出（被害）に関する 

①平成１７年より現在に至るまで、県民生活環境部環境政策課並びに廃棄物

規制課において対応した経過記録全内容（含 〇〇市〇〇課及び〇〇警察

署〇〇課とのやりとり）について               」 

 

 ２ 実施機関の決定及び通知 

 （１）実施機関は、本件開示請求に係る開示決定等の期間を４５日間延長する

旨の決定を行い、令和３年１２月２７日付け廃規第１６８４号により、審

査請求人に通知した。 

 （２）実施機関は、本件開示請求に係る保有個人情報を次のとおり特定した。 

    「 〇〇市〇〇に搬入され積み上げられた残土と考えられる膨大な土砂

に係る隣接地（〇〇（本人）所有地 地番〇〇〇〇）への流出（被害）

に関する平成１７年より現在に至るまで、県民生活環境部廃棄物規制

課において対応した経過記録全内容（含 〇〇市〇〇課及び〇〇警察

署〇〇課とのやりとり）について       」 

    また、実施機関は、令和４年２月１６日、条例第１８条第１項の規定に

基づき、別表１の「行政文書の名称」欄に掲げる行政文書につき、同表の

「開示することができない部分の概要」欄に掲げる部分について、同表の

「根拠条文」欄に掲げる理由により不開示とする保有個人情報部分開示決

定（以下「本件処分」という。）を行い、同日付け廃規指令第１６４３号

（以下「本件決定通知書」という。）により、審査請求人に通知した。 
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３ 審査請求 

令和４年２月２８日、審査請求人は、本件処分の取消しを求めて、行政不

服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関に対

し、審査請求（以下「本件審査請求」という。）を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件処分を取り消すとの裁決を求める。 

 ２ 審査請求の理由 

審査請求人の審査請求書及び反論書における主張は、おおむね次のとおり

である。 

（１）審査請求書における主張について 

   ア 条例第１４条第７号には、さらに、アないしオの細則が示されている。

本件決定通知書の別紙の「開示することができない部分の概要」欄の各

項目は、この細則のいずれに該当するものか明示されていない。一方的

に被害を被っている側からすれば、この情報開示によって、「～不当に

阻害する」「～支障を及ぼす」「～正当な利益を害する」立場に全くな

いものであり、被災し不利益を被っている者に対する県のこの判断は不

明瞭である。 

 イ 本件決定通知書の別紙の「行政文書の名称」欄には、報告書、事案整

理票、送付文、関東農政局作成事案概要等とある。本件決定通知書の別

紙の「根拠条文」欄では、上記の「行政文書」それぞれに対して、それ

ぞれに判断が示されるべきと考えるが、その全てに「〇〇市〇〇〇〇〇

〇〇〇に関する条例に基づく業務に関する情報であって、＜中略＞当該

業務の性質上、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」

と、ほぼ同じ文言で記載されており、県の判断として不自然である。 

  ウ 本件決定通知書の別紙の「根拠条文」欄の全てに記載されている「当

該業務の性質上」との文言は、条例第１４条第７号にも記されていると

ころであるが、これに基づいて開示されるべき「当該業務の性質」の内

容が曖昧で、県の判断として必ずしも明確ではない。 

  エ 本件決定通知書の別紙の「根拠条文」欄には、条例第１４条第７号を

根拠とし、その全てに「〇〇市〇〇〇〇〇〇〇〇に関する条例」に基づ

く判断が記載されている。それらの「判断」は、それぞれ第１章から第

８章及び附則とある当該条例のどれに該当するのか明確にされていない。

県の判断として十分とはいえない。 
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    また、本件決定通知書の別紙において「行政文書」として掲げられて

いる、令和３年３月２９日の「関東農政局作成事案概要」の「事案に係

る個別具体的な内容、県・国・市の判断」について、本件決定通知書の

別紙の「根拠条文」欄には、条例第１４条第７号を根拠とし、上記イで

述べたことと同様、「開示することにより、県の対応方針が公になるな

ど＜以下略＞」との文言が繰り返されている。これによれば、「国の判

断」に暗黙裏に立ち入り県で判断（評価）しているかのようにも思われ

る。これは、県の判断として必ずしも適切とはいえない。 

  オ 本件決定通知書の別紙において「行政文書」として掲げられている、

平成３０年１２月２７日及び令和元年１２月１９日の「報告書」によっ

て、「事案に係る個別具体的な内容、県の今後の対応」、また、「事案

に係る個別具体的な内容」についての資料（「報告書」）が廃棄物規制

課不法投棄対策室で保管され存在するという事実が明らかにされた。 

    同時に、その「根拠条文」欄には、「開示することにより、県の対応

方針が公になるなど」とあることからすると、県では「（本事案につい

て）その対応方針について検討している」ということを意味する。にも

かかわらず、「当該業務の性質上、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるもの」との記載で一括りで済まされている。「部分開示」

ということからすればなおさら、開示可能な部分について何らかの記載

があってしかるべきと考えるものであり、県の判断として十分とはいえ

ない。 

  カ 「平成２９年より現在に至るまで」の県で対応した経過記録全内容

（含 〇〇市〇〇課及び〇〇警察署〇〇課とのやりとり）の開示をお願

いしている。平成３０年１２月２７日付け「報告書」（Ｒ４．２．２４ 

廃棄物規制課において（〇〇）受理Ｐ６．課長、室長、補佐等押印文書）

には、「※〇〇市役所、〇〇警察署の対応状況を確認して報告すること」

と記名のメモ書きもあるが、これに対する報告が見当たらない。 

    また、上記オによって、県でも連携を図り「（本事案について）検討

している」ことになるのに、本件決定通知書で「部分開示」とはされて

いるが、平成２９年、令和２年及び令和３年（４月以降）の「行政文書」

が一切見当たらない。県の業務として不自然である。 

  キ 市〇〇課の記録によれば、「県」と記した箇所が多数回現れる。（市

〇〇課、〇〇〇〇でも、部課長レベルで）相談、打合せに度々訪れてい

るが、県廃棄物規制課では、県の条例によって本事案は〇〇市の担当で

あると決め付けている。 

    また、関連課（室）内で協議検討があったものと考えるが、上記カで
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も述べたように、メモ書き（＝平成３０年１２月２７日付け「報告書」

Ｐ６参照）は黒塗りが免れているのに、これに対する報告は伏せられ開

示されていない。この意図が不明であり、対応が不親切であると考える。 

    ２０１７（Ｈ２９）．１２の段階で既に、〇〇市〇〇課は、本事案が

埋立て５０００㎡超に及ぶので県での対応を要請している。平成３０年

１０月１２日開示文書（Ｒ４．２．２４．廃棄物規制課において（〇〇）

受理Ｐ１（課長、課長補佐等押印文書））にも、「〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の面積〇〇〇〇㎡に堆積した土砂」との報告を

県は受理している。 

    また、開示文書（Ｐ９～Ｐ１２）、令和３年３月２９日付 関東農政

局水利整備課の文書「国営〇〇地区〇〇幹線水路違法盛土対応について」

にも、当該事案対象施設に「盛土敷地面積約〇〇〇〇㎡ 盛土高約〇ｍ」

と記されている。 

    それでも、県では「５０００㎡未満で、市による対応事案」（茨城県

土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（土地の埋立て等の許

可）第６条）として、県として対応を避けてきている。 

    上記オのとおり、廃棄物規制課不法投棄対策室で本事案についての資

料（Ｈ３０．１０．３０「事案整理票」、Ｈ３０．１２．２７「報告

書」）が整理・保管されていることが判明した。しかも「県の所管では

ない」としながら、「根拠条文」に「県の判断が公になるなど、＜中略

＞支障を及ぼすおそれがある」と記されていることからすると、ここに

県の判断が存在することになる。 

    「５０００㎡未満で、市による対応事案」とすれば、「根拠条文」を

待つまでもなく、「当該文書は作成していないため、存在しない」とい

うことになると考えるが、にもかかわらず、「県の判断が公になるなど

＜中略＞支障を及ぼすおそれがある」というのは、矛盾すると思われる

記載である。 

 （２）反論書における主張について 

   ア 実施機関は、令和４年６月１３日付け弁明書（以下「弁明書」とい

う。）の５（１）において、条例第１４条第７号の「県の機関、国、独

立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は

事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれそ

の他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがある情報」が不開示に当たるとし、また、同号に示す

アないしオの５項目については具体の典型事例であるとし、ここに掲げ

る事務事業以外にも「当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の
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適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報」は不開示に当たるものと

している。 

これは、本件決定通知書に記された内容と全く同じ内容を文章化した

だけで、審査請求によっていかなる審査が執り行われたのか不明であり、

弁明としては不適当である。 

   イ また、実施機関は、弁明書５（２）アについて、条例上の根拠条文が

同一であるとし、不開示とした情報については、「いずれも県、〇〇市

又は国（関東農政局）などの関係機関等の意思決定に係る重要な文書で

あり、当該業務の性質上、開示した場合に生じるおそれがある」と、上

記アと同様、文章化されているだけで不明であり、弁明としては不適当

である。 

   ウ さらに、実施機関は、弁明書５（２）イで、特に事案への対応方針等

を内容とする「当該業務」について、縷々述べているが、請求人の求め

に応じた「審査」というのであれば、審査には審査会が立ち上げられ、

どのような方々で構成されるのか、そのメンバーは何名で、会議は何回

実施され、関係機関等とどのように連携が図られ、如何なる論点のもと

でどのような議論がなされたかなど、「当該業務」についての説明に欠

けている。「その性質上、定型化されておらず、様々な選択肢がある」

とすればなおさら、本件開示請求の対象文書に関する審査がどのように

行われたか、「選択肢」とはどのようなものか（従前はどのようなもの

があったか）、審査を請求した一県民として知る権利はあると考えるし、

そうした具体的な様子が不明であり、納得しがたいところで弁明として

は不十分である。 

   エ 併せて、弁明書５（１）及び（２）には、短い文章であるにもかかわ

らず、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報につ

いて、「その性質上」あるいは「性質のもの」との文言を含めると６箇

所繰り返して用いられ不開示とすることが述べられている。しかも、こ

の文言は、「それぞれに掲げる支障以外の「支障」」にまで無制限に拡

大され、これでは、全ての案件について「本号（条例第１４条第７号）

により、その性質上不開示」ということにもなりかねない。弁明には便

利な文言とも、あるいはまた、あたかも条例の不備を晒すような用い方

による弁明ではないかとさえ思わせるもので、疑念は一層深まり、弁明

として不十分である。 

   オ 弁明書５（１）及び（２）に記されていることからすると、実施機関

としては、まず第一に、条例第１４条第６号の「特定の者に不当に利益

を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある」場合も含まれると考える
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もので、そうであるとするなら、実施機関では本件について、下記を認

定し肯定することになると考えるがいかがか。 

（ア）どこかの部署で「特定の者」の所在を明確に把握していること。 

（イ）本件に関する個人にとっての不利益な情報を実施機関では保有し

ていること。 

（ウ）情報開示が「多大なる支障を生じる」ことを見越して、関係機関

等（〇〇市若しくは国（関東農政局））と率直かつ十分に情報・意

見交換を行ったこと（この「等」には、〇〇警察署（また、〇〇土

地改良区）も含まれ、相互に情報交換がなされたと考える。）。 

（エ）不開示とした情報は「重要な文書」としていることから、本件が

重要案件であると認識していること。 

 これもまた「性質上」の拡大解釈により回答できないということであ

れば、いよいよ弁明の呈をなさないことになるがいかがか。 

   カ 弁明書５（３）の、文書の不存在について「口頭で復命されることが

ある」ことを咎めようとするものでは必ずしもないが、（筆跡も明瞭で

あることからすれば）それを記した担当者に確かめることはできるはず

で、実質的に存在しないとしても（「口頭」での報告の有無、また、ど

のような報告内容であったか等）本質的には存在が確かめられるものと

考える。 

     しかも、ここには「口頭で復命される場合があり、・・・存在しない

ものと見込まれる」と記されているが、「見込まれる」とは多分に予想

が入り込んでいると考えるもので、この判断は審査会の判断なのか、そ

れとも弁明文書作成者の独断的判断なのか判然としない。あるいはまた、

探索、審査継続中であるのか。本弁明までには探索、審査に相応の日数

をかけている（令和４年２月２８日の審査請求からは１００日以上経っ

ている）。あるいは、実際に足を運んで現場（〇〇）を複数の目でみて

いるとも考える。重要案件との認識を持ち、複数の関係課所との連絡調

整を十分に図っての弁明であるとするなら、なおさら審査請求人が納得

できる明快な弁明であってほしいと考えるがいかがか。 

   キ 弁明書５（２）アに述べられているように「本件請求の対象文書につ

いて、それぞれ開示・不開示の判断をした結果、・・・関係機関等の意

思決定に係る重要な文書」とされてはいるが、重要な情報を有する案件

としながら、一方で口頭での復命があったか否か担当者に確かめたかも

不明である。また、報告文書がない（口頭での復命も不明）というのは、

言葉では重要案件としながらその後の対応業務を意図して放棄している

とさえ思わせるもので、不誠実かつ矛盾した審査であるとしかいいよう
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がない。 

  条例には、「この条例は、県における個人情報の取扱いに関する基本

的事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、県

行政の適正な執行に資することを目的とする。」とある。これが条例の

第１条（目的）であることに注意したい。「県行政の適正な執行に資す

ること」の前に「個人の権利利益の保護を図る」と位置付けられている

この条文は、被害を被っている個人の権利利益も大事にされていると考

えるし、そうでなければ、加害者を保護するためだけの法ということに

なり、甚だ公正を損なう条例ということになる。さらに言えば、第１条

以下に長々続く条文は効力を持たず、ひいては、正義を貫く行政業務を

著しく阻むことに繋がるものでしかないことになる。 

  加えて、条例第６条（正確性の確保）「実施機関は、利用目的の達成

に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう

努めなければならない。」とある。とりわけ本件については、再三に及

び当該現場の惨憺たる被害状況を説明してきている。一方的に被害を被

っている審査請求人にとっては、この状況を何としても解消したいとい

う思いで、また、必要に迫られ必死の思いでいることからこそ明確にし

たいと考えるもので、この際、知事印のある「弁明書」だけに実施機関

はじめ、関係各課ともこのことは認知されていると考えるがいかがか。 

 

第４ 実施機関の主張の要旨 

実施機関の弁明書における主張は、おおむね次のとおりである。 

１ 本件処分の妥当性について 

（１）条例第１４条第７号について（審査請求書４の１）について） 

    条例第１４条第７号において、県の機関、国、他の地方公共団体等が

行う事務又は事業に関する情報のうち、当該事務又は事業の性質上、開

示すると当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情

報は、不開示情報に当たる旨規定されている。 

    また、同号アないしオの５項目は、開示することにより、その性質上、

当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報を含む

ことが容易に想定される事務又は事業を例示として掲げるとともに、そ

れぞれ、事務又は事業ごとに典型的な支障を例示している。 

    よって、同号アないしオに掲げる事務又は事業以外の事務又は事業で

あっても、その性質上、開示すると当該事務又は事業の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがある情報は、同号により不開示となる。 

    また、同号アないしオに掲げる事務又は事業においても、それぞれに
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掲げる支障以外の「支障」を及ぼすおそれがある場合には、やはり同号

により不開示となるものであり、本件処分における不開示の理由は、審

査請求人が主張するような「この細則のいずれに該当する」性質のもの

ではないことから、本件決定通知書の別紙のとおり記載したものである。 

 （２）「開示することができない部分の概要」に係る不開示の理由の付記に

ついて 

   ア 審査請求書４の２）について 

     審査請求人は、「「根拠条文」は、上記「行政文書」それぞれに対

して、それぞれに判断が示されるべきと考えるが、そのすべてに

「・・・当該事務の性質上、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるもの」と、ほぼ同じ文言で記載されており、県の判断とし

て不自然である」と主張するが、本件開示請求の対象文書について、

それぞれ開示・不開示の判断をした結果、不開示とした情報は、いず

れも県、〇〇市又は国（関東農政局）などの関係機関等の意思決定に

係る重要な文書であり、当該業務の性質上、開示した場合に生じるお

それがある業務の支障も同様の性質のものであり、条例上の根拠条文

も同一であることから、結果として、ほぼ同一の文言となったもので

ある。 

   イ 審査請求書４の３）ないし５）について 

     審査請求人は、「「根拠条文」のすべてに記載されている「当該業

務の性質」の内容が曖昧で、県の判断として必ずしも明確でない」と

主張していることから、「当該業務の性質」について述べる。 

     「当該業務」とは、行政処分、行政指導、調査手法、関係機関等と

の連携手法、判断基準や事案への対応方針等を内容とするものである

が、その性質上、定型化されておらず、様々な選択肢があるところ、

事案に応じて行政機関がその都度行う性質のものであり、今後も同種

の業務が反復されるものである。 

     これら対応方針等を公にすると、行為者に処分逃れや調査逃れ等の

対策を取られてしまったり、行政機関に対する関係者からの協力を得

られなくなる等により、今後の適正な業務の遂行に多大なる支障が生

じ、又は〇〇市若しくは国（関東農政局）などの関係機関等における

判断や調査手法等を県が公開することにより、これら関係機関等との

連携における信頼関係を損ない、今後、率直な意見交換や協議の実施

が困難になる等の業務遂行上の支障が生じるおそれがあることから、

審査請求人に対する開示による利益と比較考量しても、不開示とすべ

きものであることは明らかである。 
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     また、審査請求人は、「根拠条文」欄においては個別具体的な記載

がされていない旨論じているが、当該欄への記載については、上記ア

で述べたとおりである。 

 （３）本件決定通知書に記載されていない別の文書について（審査請求書の 

「４ 審査請求の理由」の「６」について） 

    審査請求人は、平成３０年１２月２７日付け「報告書」・・・には、

「※〇〇市役所、〇〇警察署の対応状況を確認して報告すること」と記

名のメモ書きもあるが、これに対する報告が見当たらない旨主張するが、

本件開示請求を受けて廃棄物規制課の執務室及び書庫を探索した結果、

当該文書は不存在であった。報告は口頭で復命される場合があり、その

場合、文書による報告書は作成しないこともあるため、存在しないもの

と見込まれる。 

    また、審査請求人は、平成２９年、令和２年及び令和３年（４月以降）

の「行政文書」が一切見当たらない旨主張するが、審査請求人が請求し

た「〇〇市〇〇に搬入され積み上げられた残土と考えられる膨大な土砂

に係る隣接地（〇〇（本人）所有地 地番〇〇〇〇）への流出（被害）

に関する、平成１７年より現在に至るまで、県民生活環境部環境政策課

並びに廃棄物規制課において対応した経過記録全内容（含 〇〇市〇〇

課及び〇〇警察署〇〇課とのやりとり）について」に該当する保有個人

情報が記載された行政文書は、本件請求時に探索したが不存在である。 

    よって、本件決定通知書に記載されている行政文書以外の文書は作成

しておらず、存在しない。 

 （４）審査請求人のその他の主張について 

    審査請求人は、その他種々主張しているが、本件処分に係る弁明は上

記（１）ないし（３）のとおりであり、審査請求人のその他の主張は、

認められない。 

 

２ 結論  

以上により、本件処分には、違法又は不当の点はない。 

 

第５ 審査会の判断 

   当審査会は、本件諮問事案について審査した結果、次のように判断する。 

 １ 本件開示請求に係る保有個人情報について 

   本件開示請求に係る保有個人情報は、審査請求人の所有地の隣接地に搬入

され積み上げられた残土と考えられる膨大な土砂が審査請求人の所有地に流

出したとされることに関し、平成１７年より本件開示請求があった日に至る
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まで、県民生活環境部環境政策課及び廃棄物規制課において対応した経過記

録の全内容（〇〇市〇〇課及び〇〇警察署〇〇課とのやり取りを含む。）で

あると認められる。 

 

 ２ 本件処分の妥当性について 

   「個人情報」とは、条例第２条第２項において、「生存する個人に関する

情報」であって、「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（中

略）により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合するこ

とができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを

含む。）」又は「個人識別符号が含まれるもの」をいうとされており、「保

有個人情報」とは、同条第５項において、「実施機関の職員が職務上作成し、

又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するも

のとして、当該実施機関が保有しているもの（行政文書（茨城県情報公開条

例（平成１２年茨城県条例第５号）第２条第２項に規定する行政文書をい

う。）に記録されているものに限る。）」をいうとされている。 

   そして、保有個人情報の開示請求については、条例第１２条第１項におい

て、「何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施

機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができ

る。」とされている。 

   そこで、以下においては、本件開示請求に係る保有個人情報の見分結果を

踏まえ、対象となる行政文書ごとに、不開示部分がその内容等に照らして上

記にいう審査請求人を本人とする保有個人情報に該当すると認められる部分

につき、条例第１４条に定める不開示情報該当性について検討することとす

る。 

 （１）「平成３０年１０月１２日〇〇市作成報告書」（別表２の文書番号１）

の不開示部分について 

    当該不開示部分には、審査請求人以外の特定の個人である相談者の住所

及び発言の内容、対応者の発言の内容及び当該発言者の発言の内容に対す

る認識等に係る情報が記録されていることが認められる。 

    しかし、当該不開示部分は、審査請求人本人を識別することができるこ

ととなる情報や個人識別符号が含まれる情報であるとまでは認められず、

審査請求人を本人とする保有個人情報に該当するとは認められない。 

    したがって、当該不開示部分については、条例第１４条に定める不開示

情報該当性について検討するまでもなく、開示することはできない。 

 （２）「平成３０年１０月３０日事案整理票」（別表２の文書番号２）の不開

示部分について 
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   ア 当該行政文書の１枚目の「事案名」欄について 

     同欄には、審査請求人から通報があった事案について実施機関が付し

た名称に係る情報が記録されていることが認められるところ、当該名称

は、全体としては、審査請求人の通報の内容を要約して付した名称とい

うことができることから、審査請求人を本人とする保有個人情報に該当

すると認められる。 

     ところで、条例第１４条第３号においては、「開示請求者以外の個人

に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であ

って、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請

求者以外の特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合す

ることにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるこ

ととなるものを含む。）若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示

請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することに

より、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの」

が不開示情報であるとされ、同号ただし書アないしウにおいて、それぞ

れ「法令（中略）の規定により又は慣行として開示請求者が知ることが

でき、又は知ることが予定されている情報」、「人の生命、健康、生活

又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報」

並びに「当該個人が公務員等（中略）である場合において、当該情報が

その職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員

等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」については、この不開示情

報から除くこととされている。 

     また、同条第４号においては、「法人その他の団体（県、国、独立行

政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人

等」という。）に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当

該事業に関する情報」であって、「開示することにより、当該法人等又

は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

るもの」等が不開示情報であるとされ、同号ただし書において、「人の

生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要である

と認められる情報」については、この不開示情報から除くこととされて

いる。 

     さらに、同条第７号においては、「県の機関、国、独立行政法人等、

他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情

報」であって、開示することにより、「当該事務又は事業の性質上、当

該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」等が不

開示情報であるとされている。 
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     これらを同欄の９文字目ないし１１文字目の不開示部分についてみる

に、当該不開示部分には、審査請求人の通報の内容を基にした実施機関

の当該事案に対する評価と解される情報が記録されていることが認めら

れるところ、実施機関は、別表１のとおり、〇〇市〇〇〇〇〇〇〇〇に

関する条例に基づく業務（以下「市の埋立て条例に基づく業務」とい

う。）に関する情報であって、開示することにより、県、〇〇市の判断

が公になるなど、当該業務の性質上、当該業務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるとして、条例第１４条第７号に該当し、不開示である

としている。 

     しかし、当該不開示部分に記録されている実施機関の当該事案に対す

る評価と解される情報自体は、それを開示したとしても、市の埋立て条

例に基づく業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとまでは認め

られない。 

     また、実施機関や県内市町村の機関における将来の同種の事案に係る

事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報に該当する

とまでは認められない。 

     したがって、当該不開示部分は、同号の不開示情報に該当するという

ことはできない。 

     他方で、当該不開示部分を開示すると、審査請求人の通報の内容を基

にした実施機関の当該事案に対する評価と解される情報が明らかとなる

から、ひいては、当該行政文書において当該事案の行為者とされている

法人及び当該法人の関係者とされている審査請求人以外の特定の個人に

対する実施機関の評価と解される情報も明らかになることが認められる。 

     そして、審査請求人の通報の内容を基にした実施機関の当該法人に対

する評価と解される情報は、それが明らかになると、当該法人の権利、

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることは否定し難い

から、同条第４号アの情報に該当することが認められる一方、同号ただ

し書において不開示情報から除くこととされている「人の生命、健康、

生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる

情報」に該当するとは認められない。 

  また、審査請求人の通報の内容を基にした実施機関の当該個人に対す

る評価と解される情報は、同条第３号本文の個人に関する情報に該当す

ることが認められる一方、同号ただし書において個人に関する情報から

除くこととされている同号ただし書アの「法令（中略）の規定により又

は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されて

いる情報」に該当するとは認められないほか、同号ただし書イ及びウの
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情報にも該当するとは認められない。 

     したがって、当該不開示部分は、同条第３号及び第４号アの不開示情

報に該当すると認められ、不開示とすることが相当である。 

   イ 当該行政文書の１枚目の下から２行目の２文字目ないし２７文字目の

部分について 

     当該部分には、審査請求人から通報があった事案における審査請求人

の通報の内容を基にした審査請求人の立場に対する実施機関の評価と解

される情報が記録されていることが認められるところ、当該部分は、全

体としては、審査請求人本人に係る情報であるということができること

から、審査請求人を本人とする保有個人情報に該当すると認められる。 

当該部分のうち、２文字目ないし６文字目の不開示部分についてみる

に、当該不開示部分については、実施機関の当該事案の行為者とされて

いる法人及び当該法人の関係者とされている審査請求人以外の特定の個

人に対する実施機関の評価と解される情報が記録されていることが認め

られるところ、実施機関は、別表１のとおり、市の埋立て条例に基づく

業務に関する情報であって、開示することにより、県、〇〇市の判断が

公になるなど、当該業務の性質上、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるとして、条例第１４条第７号に該当し、不開示であると

している。 

しかし、当該不開示部分に記録されている実施機関の当該法人及び当

該個人に対する評価と解される情報自体は、それを開示したとしても、

市の埋立て条例に基づく業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

とまでは認められない。 

また、実施機関や県内市町村の機関における将来の同種の事案に係る

事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報であるとま

では認められない。 

したがって、当該不開示部分が同号の不開示情報に該当するというこ

とはできない。 

     他方で、当該不開示部分を開示すると、審査請求人の通報の内容を基

にした実施機関の当該法人及び当該個人に対する評価と解される情報が

明らかとなることが認められる。 

そして、審査請求人の通報の内容を基にした実施機関の当該法人に対

する評価と解される情報は、それが明らかになると、当該法人の権利、

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることは否定し難い

から、同条第４号アの情報に該当することが認められる一方、同号ただ

し書の「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示すること



 

14 

 

が必要であると認められる情報」に該当するとまでは認められない。     

また、審査請求人の通報の内容を基にした実施機関の当該個人に対す

る評価と解される情報は、同条第３号本文の個人に関する情報に該当す

ることが認められる一方、同号ただし書において個人に関する情報から

除くこととされている同号ただし書アの「法令（中略）の規定により又

は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されて

いる情報」に該当するとは認められないほか、同号ただし書イ及びウの

情報にも該当するとは認められない。 

したがって、当該不開示部分は、同条第３号及び第４号アの不開示情

報に該当すると認められ、不開示とすることが相当である。 

ウ 当該行政文書の不開示部分のうち、上記ア及びイ以外の部分について 

     当該部分には、開示請求者以外の特定の個人に対する実施機関の対応

方針が記録されていることが認められる。 

     しかし、当該不開示部分は、審査請求人本人を識別することができる

こととなる情報や個人識別符号が含まれる情報であるとまでは認められ

ず、審査請求人を本人とする保有個人情報に該当するとは認められない。 

したがって、当該不開示部分については、条例第１４条に定める不開

示情報該当性について検討するまでもなく、開示することはできない。 

 （３）「平成３０年１１月３０日市からの送付文」（別表２の文書番号３）の

不開示部分について 

   ア 当該行政文書の２枚目の５行目の２１文字目ないし３０文字目の不開

示部分、９行目の１８文字目ないし３５文字目の不開示部分及び１１行

目の２１文字目ないし２６文字目の不開示部分について 

     当該各不開示部分には、審査請求人本人の所有に係る土地の客観的な

状況や審査請求人本人を指すものと解される情報が記録されていること

が認められる。 

     したがって、当該各不開示部分は、審査請求人を本人とする保有個人

情報に該当すると認められる。 

     ところで、実施機関は、当該各不開示部分について、別表１のとおり、

市の埋立て条例に基づく業務に関する情報であって、開示することによ

り、〇〇市の対応方針が公になるなど、当該業務の性質上、当該業務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとして、条例第１４条第７号に

該当し、不開示であるとしている。 

     しかし、当該各不開示部分に記録されている審査請求人本人の所有に

係る土地の客観的な状況及び審査請求人本人を指すものと解される情報

自体は、それらを開示したとしても、市の埋立て条例に基づく業務の適
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正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとまでは認められない。 

     また、実施機関や県内市町村の機関における将来の同種の事案に係る

事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報であるとま

では認められない。 

     したがって、当該各不開示部分が同号の不開示情報に該当するという

ことはできない。 

     そのほか、当該各不開示部分が、同条に定める他の不開示情報に該当

するものとは認められない。 

     よって、当該各不開示部分については、開示されるべきである。 

   イ 当該行政文書の不開示部分のうち、上記ア以外の不開示部分について 

     当該不開示部分には、〇〇市の対応案について実施機関と同市との間

で検討した内容や審査請求人以外の特定の個人に対する実施機関及び〇

〇市の評価と解される情報が記録されていることが認められる。 

     しかし、当該不開示部分は、審査請求人本人を識別することができる

こととなる情報や個人識別符号が含まれる情報であるとまでは認められ

ず、審査請求人を本人とする保有個人情報に該当するとは認められない。 

     したがって、当該不開示部分については、条例第１４条に定める不開

示情報該当性について検討するまでもなく、開示することはできない。 

 （４）「平成３０年１２月２７日報告書」（別表２の文書番号４）の不開示部

分について 

   ア 当該行政文書の１枚目の「主題」欄の２行目の１文字目ないし１７文

字目の部分について 

     当該部分には、審査請求人から通報があった事案について実施機関が

付した名称に係る情報が記録されていることが認められるところ、当該

名称は、全体としては、審査請求人の通報の内容を要約して付した名称

ということができることから、審査請求人を本人とする保有個人情報に

該当すると認められる。 

     当該部分のうち、１０文字目ないし１５文字目の不開示部分について

みるに、当該不開示部分には、審査請求人の通報の内容を基にした実施

機関の当該事案に対する評価と解される情報が記録されていることが認

められるところ、実施機関は、別表１のとおり、市の埋立て条例に基づ

く業務に関する情報であって、開示することにより、県の対応方針が公

になるなど、当該業務の性質上、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあるとして、条例第１４条第７号に該当し、不開示であるとし

ている。 

     しかし、当該不開示部分に記録されている審査請求人の通報の内容を
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基にした実施機関の当該事案に対する評価と解される情報自体は、それ

を開示したとしても、市の埋立て条例に基づく業務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあるとまでは認められない。 

     また、実施機関や県内市町村の機関における将来の同種の事案に係る

事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報に該当する

とまでは認められない。 

     したがって、当該不開示部分は、同号の不開示情報に該当するという

ことはできない。 

     他方で、当該不開示部分を開示すると、審査請求人の通報の内容を基

にした実施機関の当該事案に対する評価と解される情報が明らかとなる

から、ひいては、当該事案の行為者とされている法人及び当該法人の関

係者とされている審査請求人以外の特定の個人に対する実施機関の評価

と解される情報も明らかになることが認められる。 

     そして、審査請求人の通報の内容を基にした実施機関の当該法人に対

する評価と解される情報は、それが明らかになると、当該法人の権利、

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることは否定し難い

から、同条第４号アの情報に該当することが認められる一方、同号ただ

し書において不開示情報から除くこととされている「人の生命、健康、

生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる

情報」に該当するとは認められない。 

     また、審査請求人の通報の内容を基にした実施機関の当該個人に対す

る評価と解される情報は、同条第３号本文の個人に関する情報に該当す

ることが認められる一方、同号ただし書において個人に関する情報から

除くこととされている同号ただし書アの「法令（中略）の規定により又

は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されて

いる情報」に該当するとは認められないほか、同号ただし書イ及びウの

情報にも該当するとは認められない。 

     したがって、当該不開示部分は、同条第３号及び第４号アの不開示情

報に該当すると認められ、不開示とすることが相当である。 

   イ 当該行政文書の不開示部分のうち、上記ア以外の不開示部分について 

     当該不開示部分には、審査請求人以外の特定の個人に対する実施機関

の対応方針が記録されていることが認められる。 

     しかし、当該不開示部分は、審査請求人本人を識別することができる

こととなる情報や個人識別符号が含まれる情報であるとまでは認められ

ず、審査請求人を本人とする保有個人情報に該当するとは認められない。 

     したがって、当該不開示部分については、条例第１４条に定める不開
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示情報該当性について検討するまでもなく、開示することはできない。 

 （５）「令和元年１２月１９日報告書」（別表２の文書番号５）の不開示部分

について 

    当該行政文書の「主題」欄の２行目の１文字目ないし１７文字目の部分

には、審査請求人から通報があった事案について実施機関が付した名称に

係る情報が記録されていることが認められるところ、当該名称は、全体と

しては、審査請求人から通報があった内容を要約して付した名称というこ

とができることから、審査請求人を本人とする保有個人情報に該当すると

認められる。 

    当該部分のうち、１０文字目ないし１５文字目の不開示部分についてみ

るに、当該不開示部分には、審査請求人の通報の内容を基にした実施機関

の当該事案に対する評価と解される情報が記録されていることが認められ

るところ、実施機関は、別表１のとおり、市の埋立て条例に基づく業務に

関する情報であって、開示することにより、県の対応方針が公になるなど、

当該業務の性質上、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると

して、条例第１４条第７号に該当し、不開示であるとしている。 

    しかし、当該不開示部分に記録されている審査請求人の通報の内容を基

にした実施機関の当該事案に対する評価と解される情報自体は、それを開

示したとしても、市の埋立て条例に基づく業務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるとまでは認められない。 

    また、実施機関や県内市町村の機関における将来の同種の事案に係る事

務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報に該当するとま

では認められない。 

    したがって、当該不開示部分は、同号の不開示情報に該当するというこ

とはできない。 

    他方で、当該不開示部分を開示すると、審査請求人の通報の内容を基に

した実施機関の当該事案に対する評価と解される情報が明らかとなるから、

ひいては、当該事案の行為者とされている法人及び当該法人の関係者とさ

れている審査請求人以外の特定の個人に対する実施機関の評価と解される

情報も明らかになることが認められる。 

    そして、審査請求人の通報の内容を基にした実施機関の当該法人に対す

る評価と解される情報は、それが明らかになると、当該法人の権利、競争

上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることは否定し難いから、

同条第４号アの情報に該当することが認められる一方、同号ただし書にお

いて不開示情報から除くこととされている「人の生命、健康、生活又は財

産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報」に該当
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するとは認められない。 

    また、審査請求人の通報の内容を基にした実施機関の当該個人に対する

評価と解される情報は、同条第３号本文の個人に関する情報に該当するこ

とが認められる一方、同号ただし書において個人に関する情報から除くこ

ととされている同号ただし書アの「法令（中略）の規定により又は慣行と

して開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報」

に該当するとは認められないほか、同号ただし書イ及びウの情報にも該当

するとは認められない。 

    したがって、当該不開示部分は、同条第３号及び第４号アの不開示情報

に該当すると認められ、不開示とすることが相当である。 

 （６）「令和３年３月２９日関東農政局作成事案概要」（別表２の文書番号６）

の不開示部分について 

   ア 当該行政文書の２枚目の「５（３）土地改良区」欄の３行目の１文字

目ないし５行目の７文字目の不開示部分について 

     当該不開示部分には、近隣の土地の地権者に対する特定の土地改良区

の認識と解される情報が記録されていることが認められるところ、当該

行政文書の２枚目の「５（４）近隣地権者」欄の開示部分において、審

査請求人本人が当該近隣の土地の地権者であると記録されていることに

照らし、当該不開示部分は、審査請求人本人に係る情報であるというこ

とができることから、審査請求人を本人とする保有個人情報に該当する

と認められる。 

     ところで、実施機関は、別表１のとおり、〇〇市〇〇〇〇〇〇〇〇に

関する条例に基づく事案に係る業務（以下「市の埋立て条例に基づく事

案に係る業務」という。）に関する情報であって、開示することにより、

県の対応方針が公になるなど、当該業務の性質上、当該業務の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがあるとして、条例第１４条第７号に該当し、

不開示であるとしている。 

     しかし、当該不開示部分に記録されている近隣の土地の地権者に対す

る特定の土地改良区の認識と解される情報自体は、それを開示したとし

ても、市の埋立て条例に基づく事案に係る業務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるとまでは認められない。 

     また、実施機関や県内市町村の機関における将来の同種の事案に係る

事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報に該当する

とまでは認められない。 

     したがって、当該不開示部分は、同号の不開示情報に該当するという

ことはできない。 
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     他方で、当該不開示部分のうち、３行目の１１文字目ないし２８文字

目の部分を開示すると、近隣の土地の地権者の対応に対する特定の土地

改良区の評価と解される情報が明らかになることが認められるところ、

それが明らかになると、当該特定の土地改良区の権利、競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあることは否定し難いから、同条第４

号アの情報に該当することが認められる一方、同号ただし書において不

開示情報から除くこととされている「人の生命、健康、生活又は財産を

保護するため、開示することが必要であると認められる情報」に該当す

るとは認められない。 

     したがって、当該不開示部分のうち、３行目の１１文字目ないし２８

文字目の部分は、同条第４号アの不開示情報に該当すると認められ、不

開示とすることが相当である。 

     また、当該不開示部分のうち、３行目の１１文字目ないし２８文字目

の部分以外の部分は、同条第４号アの不開示情報に該当するということ

はできないほか、同条に定める他の不開示情報に該当するものとは認め

られない。 

     したがって、当該不開示部分のうち、３行目の１１文字目ないし２８

文字目の部分以外の部分については、開示されるべきである。 

   イ 当該行政文書の３枚目の「６．令和２年度の国の対応」欄の２行目の

１２文字目ないし２５文字目の不開示部分について 

     当該不開示部分には、当該事案に係る近隣の土地の客観的な状況に係

る情報が記録されていることが認められるところ、当該行政文書の２枚

目の「５（４）近隣地権者」欄の開示部分において、審査請求人本人が

当該近隣の土地の地権者であることが記録されていることに照らし、当

該不開示部分は、審査請求人本人に係る情報を含む情報であるというこ

とができることから、審査請求人を本人とする保有個人情報に該当する

と認められる。 

     ところで、実施機関は、別表１のとおり、当該行政文書の不開示部分

について、「個人の氏名等」については開示請求者以外の個人に関する

情報（中略）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記

述等により、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別

することができることとなるものを含む。）であり、条例第１４条第３

号に該当するとし、「事案に係る個別具体的な内容、県・国・市の判断」

については市の埋立て条例に基づく事案に係る業務に関する情報であっ

て、開示することにより、県の対応方針が公になるなど、当該業務の性
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質上、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであり、

同条第７号に該当するとしているところ、実施機関が当該不開示部分に

ついて、同条第３号又は第７号のいずれに該当すると判断して開示しな

いこととしたのか明確ではない。 

     そこで、まず、当該不開示部分の同条第３号の不開示情報該当性につ

いてみるに、当該不開示部分に記録されている情報は、審査請求人以外

の個人に関する情報であるとは認められない。 

     したがって、当該不開示部分は、同号の不開示情報に該当するという

ことはできない。 

     次に、当該不開示部分の同条第７号の不開示情報該当性についてみる

に、当該不開示部分に記録されている情報自体は、それを開示したとし

ても、市の埋立て条例に基づく事案に係る業務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるとまでは認められない。 

     また、当該不開示部分は、実施機関や国、県内市町村の機関における

将来の同種の事案に係る事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある情報に該当するとまでは認められない。 

     したがって、当該不開示部分は、同号の不開示情報に該当するという

ことはできない。 

     そのほか、当該不開示部分が、同条に定める他の不開示情報に該当す

るものとは認められない。 

     よって、当該不開示部分については、開示されるべきである。 

   ウ 当該行政文書の３枚目の「６．令和２年度の国の対応」欄の２行目の

３７文字目ないし４行目の３３文字目の不開示部分について 

     当該不開示部分には、当該事案に係る近隣の土地の地権者複数名の国

に対する対応や近隣の土地の性状と解される情報が記録されていること

が認められるところ、当該行政文書の２枚目の「５（４）近隣地権者」

欄の開示部分において、審査請求人本人が当該近隣の土地の地権者であ

ることが記録されていることに照らし、当該不開示部分は、審査請求人

本人に係る情報を含む情報であるということができることから、審査請

求人を本人とする保有個人情報に該当すると認められる。 

     ところで、実施機関は、別表１のとおり、当該行政文書の不開示部分

について、「個人の氏名等」については開示請求者以外の個人に関する

情報（中略）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記

述等により、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別

することができることとなるものを含む。）であり、条例第１４条第３
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号に該当するとし、「事案に係る個別具体的な内容、県・国・市の判断」

については市の埋立て条例に基づく事案に係る業務に関する情報であっ

て、開示することにより、県の対応方針が公になるなど、当該業務の性

質上、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであり、

同条第７号に該当するとしているところ、実施機関が当該不開示部分に

ついて、同条第３号又は第７号のいずれに該当すると判断して開示しな

いこととしたのか明確ではない。 

     そこで、まず、当該不開示部分の同条第３号の不開示情報該当性につ

いてみるに、当該不開示部分には、当該事案に係る近隣の土地の地権者

複数名の国に対する対応や近隣の土地の性状と解される情報が記録され

ており、審査請求人以外の地権者に係る情報が含まれていることが認め

られる。 

     そうすると、当該不開示部分に記録されている情報は、土地に係る登

記事項証明書等に記録されている情報との照合を介して、審査請求人以

外の地権者である特定の個人を識別することができることとなるものと

認められる。 

     したがって、当該不開示部分は、同条第３号本文に該当すると認めら

れる。その一方、当該不開示部分に記録されている情報が同号ただし書

アないしウに該当するとすべき事情は認められない。 

     次に、当該不開示部分の同条第７号の不開示情報該当性についてみる

に、当該不開示部分に記録されている情報自体は、それを開示したとし

ても、市の埋立て条例に基づく事案に係る業務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるとまでは認められない。 

     また、当該不開示部分は、実施機関や国、県内市町村の機関における

将来の同種の事案に係る事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある情報に該当するとまでは認められない。 

     したがって、当該不開示部分は、同号の不開示情報に該当するという

ことはできない。 

     よって、当該不開示部分は、同条第７号の不開示情報に該当するとま

では認められないが、同条第３号の不開示情報には該当すると認められ、

不開示とすることが相当である。 

   エ 当該行政文書の不開示部分のうち、上記アないしウ以外の不開示部分

について 

     当該不開示部分には、事案の経緯、国、特定の土地改良区、県又は〇

〇市の対応等が記録されていることが認められる。 

     しかし、当該不開示部分は、審査請求人本人を識別することができる
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こととなる情報や個人識別符号が含まれる情報であるとまでは認められ

ず、審査請求人を本人とする保有個人情報に該当するとは認められない。 

     したがって、当該不開示部分については、条例第１４条に定める不開

示情報該当性について検討するまでもなく、開示することはできない。 

 

 ３ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人は、上記第３の２（１）カのとおり、平成３０年１２月２７日

付け「報告書」には、「※〇〇市役所、〇〇警察署の対応状況を確認して報

告すること」と記名のメモ書きもあるが、これに対する報告が見当たらない

旨主張するとともに、平成２９年、令和２年及び令和３年（４月以降）の

「行政文書」が一切見当たらないのは県の業務として不自然である旨主張し

ている。 

   これに対し、実施機関は、上記第４の１（３）のとおり、本件開示請求に

係る保有個人情報として、別表１の「行政文書の名称」欄に掲げる行政文書

以外に特定すべき文書は存在しない旨主張している。 

   そこで、当審査会事務局職員をして、実施機関に確認させたところ、実施

機関から、内容が軽微であったり、過去の報告書で既に記録済みの状況に変

化がない等の場合には、口頭の報告により処理することがある上、改めて本

件開示請求時に探索したものの、別表１の「行政文書の名称」欄に記載され

ている文書以外に審査請求人を本人とする保有個人情報が記録された行政文

書は発見されなかったとの回答があった。 

   当審査会としては、これらの実施機関の主張を覆すに足りる事情は認めら

れない。 

   その余の審査請求人の主張についても、上記の判断を左右するものではな

い。 

 

 ４ 結論 

   以上により、「第１ 審査会の結論」のように判断する。 

 

第６ 付言 

   実施機関は、本件決定通知書の「別紙」の「開示することができない部分

の概要」欄について、別表１の「開示することができない部分の概要」欄の

とおり、開示することができない部分を「個人の住所等」、「事案に係る個

別具体的な内容、県・国・市の判断」等に区分して記載している。 

   しかし、上記の記載では、開示請求者において、同表にいう開示すること

ができない部分が各行政文書のどの部分に該当するのかを容易に認識し得る
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とはいい難く、ひいては、開示請求者において、どの部分について、いかな

る根拠条項及び理由により不開示とされたのかも、容易に認識し得るとはい

い難い。 

   実施機関においては、今後、部分開示決定や不開示決定を行うときは、対

象となる行政文書を明示するとともに、開示請求者において、部分開示決定

通知書や不開示決定通知書で示された不開示部分と各行政文書の該当部分と

の対応関係並びに不開示部分ごとの不開示決定の根拠条項及び理由を容易に

認識し得るよう、適切な記載に努められたい。 

 

第７ 審査会の処理経過 

本件審査請求に係る審査会の処理経過は、次のとおりである。 

   年  月  日 内         容 

令和４年 ９月２９日 諮問受理 

令和５年 ８月 １日 審査（令和５年度第４回審査会第二部会） 

令和５年 ８月２４日 審査（令和５年度第５回審査会第二部会） 

令和５年 ９月１４日 審査（令和５年度第６回審査会第二部会） 

令和５年１０月 ３日 審査（令和５年度第７回審査会第二部会） 

令和５年１１月 ７日 審査（令和５年度第８回審査会第二部会） 

令和６年 ９月２０日 審査（令和６年度第６回審査会第二部会） 

令和６年１０月１６日 審査（令和６年度第７回審査会第二部会） 

令和６年１１月１１日 審査（令和６年度第８回審査会第二部会） 
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別表１ 

行政文書の名称 開示することができな

い部分の概要 

根拠条文 

平成３０年１０

月１２日〇〇市

作成報告書 

個人の住所等 条例第１４条第３号該当 

開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する

情報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記

述等により、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別す

ることができることとなるものを含む。） 

本事案に係る個別具体

的な内容及び今後の〇

〇市の対応方針 

条例第１４条第７号該当 

〇〇市〇〇〇〇〇〇〇〇に関する条例に基づく業務に関する情報であっ

て、開示することにより、〇〇市の対応方針が公になるなど、当該業務の

性質上、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

平成３０年１０

月３０日事案整

理票 

本事案に係る県、〇〇

市の判断 

条例第１４条第７号該当 

〇〇市〇〇〇〇〇〇〇〇に関する条例に基づく業務に関する情報であっ

て、開示することにより、県、〇〇市の判断が公になるなど、当該業務の

性質上、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

平成３０年１１

月３０日市から

の送付文 

事案に係る個別具体的

な内容、〇〇市の判断 

条例第１４条第７号該当 

〇〇市〇〇〇〇〇〇〇〇に関する条例に基づく業務に関する情報であっ

て、開示することにより、〇〇市の対応方針が公になるなど、当該業務の

性質上、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

平成３０年１２

月２７日報告書 

事案に係る個別具体的

な内容、県の今後の対

条例第１４条第７号該当 

〇〇市〇〇〇〇〇〇〇〇に関する条例に基づく業務に関する情報であっ
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応 て、開示することにより、県の対応方針が公になるなど、当該業務の性質

上、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

令和元年１２月

１９日報告書 

事案に係る個別具体的

な内容 

条例第１４条第７号該当 

〇〇市〇〇〇〇〇〇〇〇に関する条例に基づく業務に関する情報であっ

て、開示することにより、県の対応方針が公になるなど、当該業務の性質

上、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

令和３年３月２

９日関東農政局

作成事案概要 

個人の氏名等 条例第１４条第３号該当 

開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する

情報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記

述等により、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別す

ることができることとなるものを含む。） 

事案に係る個別具体的

な内容、県・国・市の

判断 

条例第１４条第７号該当 

〇〇市〇〇〇〇〇〇〇〇に関する条例に基づく事案に係る業務に関する情

報であって、開示することにより、県の対応方針が公になるなど、当該業

務の性質上、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 
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別表２ 

文書

番号 

文書名 通

番 

不開示部分に関する本件

開示請求に係る保有個人

情報 

不開示相当部分 不開示の理

由 

開示相当部分 

１ 平成３０年１

０月１２日〇

〇市作成報告

書 

― ― ― ― ― 

２ 平成３０年１

０月３０日事

案整理票 

１ １枚目の「事案名」欄 １枚目の「事案名」欄の９

文字目ないし１１文字目 

条例第１４

条第３号及

び第４号ア 

― 

２ １枚目の下から２行目の２

文字目ないし２７文字目の

部分 

１枚目の下から２行目の２

文字目ないし６文字目 

条例第１４

条第３号及

び第４号ア 

― 

３ 平成３０年１

１月３０日市

からの送付文 

３ ２枚目の５行目の２１文字

目ないし３０文字目の不開

示部分、９行目の１８文字

目ないし３５文字目の不開

示部分及び１１行目の２１

文字目ないし２６文字目の

不開示部分 

― ― ２枚目の５行目

の２１文字目な

いし３０文字目

の部分、９行目

の１８文字目な

いし３５文字目

の部分及び１１

行目の２１文字

目ないし２６文

字目の部分 
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４ 平成３０年１

２月２７日報

告書 

４ １枚目の「主題」欄の２行

目の１文字目ないし１７文

字目の部分 

１枚目の「主題」欄の１０

文字目ないし１５文字目の

部分 

条例第１４

条第３号及

び第４号ア 

― 

５ 

 

 

令和元年１２

月１９日報告

書 

５ 「主題」欄の２行目の１文

字目ないし１７文字目の部

分 

「主題」欄の２行目の１０

文字目ないし１５文字目の

部分 

条例第１４

条第３号及

び第４号ア 

― 

６ 令和３年３月

２９日関東農

政局作成事案

概要 

６ ２枚目の「５（３）土地改

良区」欄の３行目の１文字

目ないし５行目の７文字目

の不開示部分 

２枚目の「５（３）土地改

良区」欄の３行目の１文字

目ないし５行目の７文字目

の部分のうち、３行目の１

１文字目ないし２８文字目

の部分 

条例第１４

条第４号ア 

２枚目の「５

（３）土地改良

区」欄の３行目

の１文字目ない

し５行目の７文

字目の部分のう

ち、３行目の１

１文字目ないし

２８文字目の部

分以外の部分 

７ ３枚目の「６．令和２年度

の国の対応」欄の２行目の

１２文字目ないし２５文字

目の不開示部分、２行目の

３７文字目ないし４行目の

３３文字目の不開示部分 

３枚目の「６．令和２年度

の国の対応」欄の２行目の

３７文字目ないし４行目の

３３文字目の部分 

条例第１４

条第３号 

３枚目の「６．

令和２年度の国

の対応」欄の２

行目の１２文字

目ないし２５文

字目の部分 

   

 


